
概要版

（１）新たな賑わいの創出

スポーツによる地域の賑わいの創出

1 スポーツを活用した地域の活性化
施設の利用をさらに促進させ、地域とともに新たな賑わいの創出につなげます。

（１）スポーツを通じた関係人口の拡大 （２）スポーツを活用した施策の推進

2 スポーツを通じた交流・施策の推進
地域と利用者がスポーツを通じた交流をする場の創出に取り組みます。
また、運動・スポーツを活用して、本市の各種施策を推進していきます。

Ⅲ基本
方針

II基本
方針

（１）運動・スポーツを楽しむ環境づくり

競技スポーツの推進

1 子どもたちがスポーツに親しむ環境の創出
子どもの成長に合わせて、保育所、幼稚園、学校や地域等と連携しながら、スポーツに参加するきっか
けづくりや、楽しみながら継続的に関わることができる機会と環境の充実を図ります。

（１）スポーツ活動を支える支援 （２）選手の活躍支援

2 競技団体等との連携や支援
競技スポーツの振興と競技力の向上のために、施設の環境整備や府中市スポーツ協会などの競技団体
と連携し、必要な支援を行います。
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計画策定の趣旨01
府中市（以下「本市という」）では、平成27年度に第１期府中市スポーツ推進計画（以下「現計画」とい
う）を策定し、全ての市民が、ライフステージに応じたスポーツや健康づくりを通じて、『文化・スポーツ
活動を楽しめる「府中」』の実現を目指し取組を進めてきました。

計画の位置づけ

第２期府中市
スポーツ推進計画

第５次府中市総合計画

日常生活での運動

散歩・
ウォーキング トレーニング 通勤・通学

軽運動

競技スポーツ

02
本計画は、スポーツ基本法第10条に基づき地方公共団体が策定する「地方スポーツ推進計画」であり、
本市がスポーツを推進する上で目指すべき施策の方向性や取組、施設整備の方針を体系的に示したも
のです。

計画の期間03
本計画の計画期間は令和７年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの５年間とします。
なお、社会情勢の変化等に対応するために、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。

スポーツの捉え方04
国の「スポーツ基本法」では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利で
あり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常
的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が
確保されなければならない。」とされています。

本計画では、ウォーキングや体操、トレーニング、公園での

外遊びのほか、地域の社会貢献活動等に伴い身体を動かすこと等、

身体活動の全てをスポーツとして扱います。

本計画においても、スポーツをより身近なものと感じていただくため、スポーツの概念を幅広く捉えて
おり、ルールに基づいて勝敗や記録を競う競技性の高いものだけでなく、健康の保持増進のための
ウォーキングや体操、トレーニング、公園での外遊びのほか、地域の社会貢献活動等に伴い身体を動か
すこと等、身体活動の全てをスポーツとして扱います。

本市における市政全体の最上位計画である「府中市総合計画」や教育・生涯学習・保健福祉などの分野
別計画などと連携や整合を図り、施策を進めていきます。

府中市教育振興基本計画
関連計画関連計画

整合

健康ふちゅう21計画
障害者福祉計画　 など

国

スポーツ基本法
スポーツ基本計画

広島県

広島県スポーツ基本計画

国、広島県の計画や、スポーツを取り巻く環境、本市の実情等を踏まえ、第２期府中市スポーツ推進計画
（以下「本計画」という）を策定します。

計画の位置づけイメージ

本計画でのスポーツの捉え方
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施策の体系・数値目標

スポーツによる豊かな地域づくり

05

ライフステージに応じたスポーツの実施環境づくり
（１）幼児期における運動習慣づくり
（２）学校における体育活動の充実
（３）働く世代、子育て世代の運動への参画
（４）高齢者の健康づくり

基本方針 施策の項目

基本方針Ⅰ

すべての人がスポーツ
を楽しめる環境の整備

基本方針II
スポーツによる地域の
賑わいの創出

1

スポーツが身近にある環境の創出
（１）地域スポーツの充実
（２）トップアスリートとの連携
（３）パラスポーツの普及

2

スポーツを活用した地域の活性化
（１）新たな賑わいの創出

1

スポーツを通じた交流・施策の推進
（１）スポーツを通じた関係人口の拡大
（２）スポーツを活用した施策の推進

2

基本方針Ⅲ

競技スポーツの推進

子どもたちがスポーツに親しむ環境の創出
（１）運動・スポーツを楽しむ環境づくり

1

競技団体等との連携や支援
（１）スポーツ活動を支える支援
（２）選手の活躍支援

2

スポーツ施設の整備
（１）スポーツ施設の整備方針

3

20歳以上のスポーツ実施
率（週１回以上）

市のスポーツ施設の
利用者数

市の事業において、運動・
スポーツを活用した事業数

運動・スポーツが好きな
児童の割合

63.1％
※令和6年は18・19歳含む

１7事業 ２０事業

84.6％ 100.0％

全国大会出場者数

253,431人
※人数は令和５年度のもの

27人小中高校生
4人一般

30人小中高校生
5人一般

3３0,000人

70.0％
※参考　国：70.0％ 県：65.0％

基本理念

成果目標 現状値（R6) 目標値（R11)

基本理念

施策の体系図

数値目標
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施策の体系・数値目標
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（１）幼児期における運動習慣づくり
（３）働く世代、子育て世代の運動への参画

（２）学校における体育活動の充実
（４）高齢者の健康づくり

1 ライフステージに応じたスポーツの実施環境づくり
生涯にわたってスポーツに親しむことができるように、子どもから高齢者まで、それぞれのライフステー
ジに応じて、スポーツを始めるきっかけやスポーツを実施する機会、環境づくりに取り組みます。

　「府中市スポーツ施設個別施設計画」において定めた分類により、府中市内のスポーツ施設を「拠点施
設」、「その他の施設」とし、それぞれにおいて基本方針を定めます。

長寿命化を図り、計画的に改修及び省エネルギー化等を行います。また、施設の老
朽化が進んだ場合は、建替えの検討も行います。

（１）地域スポーツの充実
（３）パラスポーツの普及

（２）トップアスリートとの連携

2 スポーツが身近にある環境の創出
年齢や性別、障害の有無等に関わらず、全ての市民がそれぞれのライフステージや関心などに応じて、
気軽に身近に安全に運動・スポーツに親しむことができるよう、スポーツイベントの促進やトップアス
リートと連携した活動等、身近な場所で様々なスポーツの魅力に触れることができる環境づくりに取り
組みます。

　スポーツ施設には、避難所や選挙時の投票所としての役割を持つ施設があるため、考慮した検討が必要
となります。
　また、学校のグラウンドや体育館を有効活用することも必要です。改修や修繕の時期については、市の
財政状況も考慮しながら実施します。

（１）スポーツ施設の整備方針 （２）施設ごとの方針

3 スポーツ施設の整備
府中市が策定している「府中市公共施設等総合管理計画」、その下位計画である「府中市スポーツ施設
個別施設計画」の考え方を基本に、施設ごとに方針を定め、その方針に基づき取り組んでいきます。

「拠点施設」

利用実態や立地等から、スポーツ施設としての利用の廃止も含めた方針を定めます。
その他の施設では、利用者の大半が立地する特定地域の住民であり、地域活動の
核となっている施設もあることから、住民の意見を伺いながら調整を行います。

「その他の施設」

すべての人がスポーツを楽しめる環境の整備

主な取組

主な取組

主な取組

スポーツ施設の整備方針について

拠点施設

その他の施設

府中市Ｂ＆Ｇ海洋センター
府中市立総合体育館（ＴＴＣアリーナ）
府中市桜が丘グラウンド

府中市中須グラウンド
府中市上下運動公園

府中市南の丘体育館
府中市月見ケ丘公園体育施設
府中市出口スポーツグラウンド
府中市協和スポーツグラウンド
府中市久佐スポーツグラウンド
府中市上下格技場
府中市吉野多目的広場
府中市上下ゲートボール場
府中市府中公園グラウンド

府中市武道場
府中市古府の森スポーツグラウンド
府中市阿字スポーツグラウンド
府中市諸田スポーツグラウンド
府中市協和北グラウンド
府中市清岳多目的広場
府中市階見多目的広場
府中市中須公園旭グラウンド
府中市ウカイランド公園グラウンド

分類 施設名

I基本
方針
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府中市中須グラウンド
府中市上下運動公園

府中市南の丘体育館
府中市月見ケ丘公園体育施設
府中市出口スポーツグラウンド
府中市協和スポーツグラウンド
府中市久佐スポーツグラウンド
府中市上下格技場
府中市吉野多目的広場
府中市上下ゲートボール場
府中市府中公園グラウンド

府中市武道場
府中市古府の森スポーツグラウンド
府中市阿字スポーツグラウンド
府中市諸田スポーツグラウンド
府中市協和北グラウンド
府中市清岳多目的広場
府中市階見多目的広場
府中市中須公園旭グラウンド
府中市ウカイランド公園グラウンド

分類 施設名

I基本
方針
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概要版

（１）新たな賑わいの創出

スポーツによる地域の賑わいの創出

1 スポーツを活用した地域の活性化
施設の利用をさらに促進させ、地域とともに新たな賑わいの創出につなげます。

（１）スポーツを通じた関係人口の拡大 （２）スポーツを活用した施策の推進

2 スポーツを通じた交流・施策の推進
地域と利用者がスポーツを通じた交流をする場の創出に取り組みます。
また、運動・スポーツを活用して、本市の各種施策を推進していきます。

Ⅲ基本
方針

II基本
方針

（１）運動・スポーツを楽しむ環境づくり

競技スポーツの推進

1 子どもたちがスポーツに親しむ環境の創出
子どもの成長に合わせて、保育所、幼稚園、学校や地域等と連携しながら、スポーツに参加するきっか
けづくりや、楽しみながら継続的に関わることができる機会と環境の充実を図ります。

（１）スポーツ活動を支える支援 （２）選手の活躍支援

2 競技団体等との連携や支援
競技スポーツの振興と競技力の向上のために、施設の環境整備や府中市スポーツ協会などの競技団体
と連携し、必要な支援を行います。
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